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第８章 開発許可関係例規集 

 

１ 厚木市開発許可等基準条例 

平成17年12月27日 
厚木市条例第36号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）及び都市計画法施行令（昭

和44年政令第158号。以下「政令」という。）の規定に基づき、開発許可等の基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 線引き 区域区分に関する都市計画が決定されたこと又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が

拡張されたことをいう。 

(2) 専用住宅 一戸建ての住宅であって、居住以外の用に供する部分がないものをいう。 

(3) 兼用住宅 一戸建ての住宅であって、建築基準法（昭和25年法律第201号）別表第２(い)項第２号に

規定するものをいう。 

(4) 予定建築物 開発区域内において予定される建築物をいう。 

（法第33条第３項の規定による技術的細目に定められた制限の強化） 

第３条 法第33条第３項の規定により条例で定める政令第25条第６号及び第７号に規定する技術的細目に定

められた制限の強化は、次のとおりとする。 

(1) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行為にあっては、開発区域に、面積の

合計が開発区域の面積の４パーセント以上の公園、緑地又は広場（予定建築物の用途が主として住宅であ

る場合は、公園）が設けられていること。この場合において、設けられる公園、緑地又は広場の１箇所当

たりの面積の最低限度は、120平方メートルとする。 

(2) 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為にあっては、開発区域に、面積の合計が開発区域の面

積の４パーセント以上の公園（予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場）

が設けられていること。 

（法第33条第４項の規定による敷地面積の最低限度） 

第４条 法第33条第４項の規定により条例で定める予定建築物の敷地面積の最低限度は、市街化区域内におい

て行われる予定建築物の用途が住宅である開発行為に限り、100平方メートルとする。ただし、法第12

条の４第１項各号に掲げる計画及び建築基準法第４章に定める建築協定において予定建築物の敷地面積

の最低限度が定められているときは、この限りでない。 

（法第34条第12号の規定による開発許可の基準） 

第５条 法第34条第12号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、

かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として条例で定める

ものは、次に掲げるもの（政令第29条の９各号に掲げる区域（災害の防止その他の事情を考慮して安全

上支障がないと認められる区域を除く。次条において同じ。）における開発行為を除く。）とする。 

(1) 市街化調整区域内において、当該市街化調整区域に係る線引きの日前から土地を所有する者（当該線

引きの際に当該市街化調整区域内の土地を所有していた者の直系血族であって、当該線引きの日以後に当

該土地を相続又は贈与により承継した者（以下「承継者」という。）を含む。）のうち、次に掲げる者（以

下「農家等に属する土地所有者」という。）の親族（民法（明治29年法律第89号）第725条に規定する
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親族をいい、農家等に属する土地所有者と住居及び生計を一にしたことがある者に限る。）が、当該市街

化調整区域内において自己の居住の用に供する住宅を新たに必要とするやむを得ない理由があり、当該市

街化調整区域内の土地（当該農家等に属する土地所有者が当該市街化調整区域に係る線引きの日前から所

有するもの（承継者にあっては、承継したもの）に限る。以下「対象土地」という。）のうち集落内又は

集落に近接する区域内にあるものにおいて、自己の居住の用に供する専用住宅（敷地面積が150平方メー

トル以上400平方メートル以下であり、かつ、延べ面積が200平方メートル以下であるものに限る。）を

建築することを目的として行う開発行為 

ア 農家（農林業センサス規則（昭和44年農林省令第39号）第２条第３項に規定する農家をいう。）

に属する者 

イ 線引きの日前から当該市街化調整区域内に居住している者(承継者にあっては、承継後に当該市街

化調整区域内に居住している者) 

(2) 前号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者（以下「農家等を離れた者」という。）

と住居及び生計を一にしたことがある者（農家等に属する土地所有者の２親等内の直系血族に限る。）が、

当該市街化調整区域内において自己の居住の用に供する住宅を新たに必要とするやむを得ない理由があ

り、対象土地（当該農家等を離れた者が承継したものに限る。）のうち集落内又は集落に近接する区域内

にあるものにおいて、自己の居住の用に供する専用住宅（敷地面積が150平方メートル以上400平方メー

トル以下であり、かつ、延べ面積が200平方メートル以下であるものに限る。）を建築することを目的と

して行う開発行為 

(3) 土地収用法（昭和26年法律第219号）第３条各号に掲げる事業の施行に伴い、当該事業を施行する者

（以下「事業施行者」という。）の要請に基づき、建築物（専用住宅若しくは兼用住宅（以下「専用住宅

等」という。）、長屋若しくは共同住宅（以下「長屋等」という。）又は地区集会所（地方自治法（昭和

22年法律第67号）第260条の２に規定する地縁による団体の集会の用に供する建築物をいう。以下同じ。）

に限る。）を移転し、又は除却して当該建築物と同一の用途の建築物を建築する必要がある場合（移転し、

又は除却する建築物（以下「対象建築物」という。）の敷地（以下「対象敷地」という。）が市街化区域

内にあるときにあっては、市街化区域内の土地に建築物を建築することにより、経済活動又は社会生活に

おける利益又は利便を著しく損なうことになると認められるときに限る。）に、対象敷地と一体的な日常

生活圏を形成していると認められる区域内の土地（対象敷地が本市又は本市に隣接する市町村にある場合

を除き、当該土地に建築物を建築することがやむを得ないと認められるものに限る。）であって、事業施

行者があっせんしたものにおいて、次のいずれかに該当する建築物（当該建築物が専用住宅等（敷地面積

が300平方メートル以下であり、かつ、延べ面積が200平方メートル以下であるものに限る。）である場

合を除き、敷地面積及び延べ面積が対象敷地及び対象建築物と同程度のものに限る。）を建築することを

目的として行う開発行為 

ア 専用住宅であって、次のいずれにも該当するもの 

(ｱ) 階数が３以下であり、かつ、地階を有しないこと。 

(ｲ) 最高の高さが10メートル以下であること。 

(ｳ) 予定戸数が２以上である場合は、開発区域の面積が1,000平方メートル未満であること。 

イ 兼用住宅又は地区集会所であって、次のいずれにも該当するもの 

(ｱ) 敷地が幅員４メートル以上の道路に接していること。 

(ｲ) 延べ面積が500平方メートル以下であること。 

(ｳ) 階数が３以下であり、かつ、地階を有しないこと。 
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(ｴ) 最高の高さが10メートル以下であること。 

ウ 長屋等であって、次のいずれにも該当するもの 

(ｱ) 敷地が幅員４メートル以上の道路に接していること。 

(ｲ) 延べ面積が500平方メートル以下であること。 

(ｳ) 階数が３以下であり、かつ、地階を有しないこと。 

(ｴ) 最高の高さが10メートル以下であること。 

(ｵ) 予定戸数が対象建築物の戸数以下であること。 

(4) 専用住宅等であって、当該専用住宅等の敷地のある市街化調整区域に係る線引きの日前からあるもの

又は当該線引きの日以後に法第３章第１節の規定による許可を受けて建築されたものを増築し、又は改築

する目的で行う開発行為。ただし、予定建築物が次のいずれにも該当するものに限る。 

ア 用途が、増築し、又は改築する前の建築物と同じ用途であること。 

イ 延べ面積が200平方メートル以下であること。 

ウ 敷地面積の増加を伴わないものであること。ただし、自己の居住の用に供するものにあっては、増

加後の敷地面積が300平方メートル未満（第１号又は第２号に定める基準に該当して許可を受けた

者が建築した専用住宅（第１号又は第２号に規定する予定建築物の要件に該当するものとして法第

43条第１項の規定による許可を受けた者が建築したものを含む。）であって、増加に係る土地が第

１号又は第２号に規定する要件に該当する土地である場合は、400平方メートル以下）である場合

は、この限りでない。 

(5) 次のいずれかに該当する地域内にある土地であって、当該土地のある市街化調整区域に係る線引きの

日前から宅地であることが明らかであると認められるものにおいて、自己の居住の用に供する専用住宅又

は開発区域の面積が1,000平方メートル未満である専用住宅を建築することを目的として行う開発行為。

ただし、区画の変更を伴うものにあっては、予定建築物の敷地面積が150平方メートル以上でなければな

らない。 

ア 半径100メートルの円内においておおむね100（市街化区域に近接する地域にあっては、おおむね

50）以上の建築物がある地域 

イ おおむね100（市街化区域に近接する地域にあっては、おおむね50）以上の建築物が、敷地相互間

の間隔が50メートル（開発行為を行おうとする土地と当該土地に最も近い建築物の敷地との間隔

にあっては、25メートル）以内で連たんする地域 

（政令第36条第１項第３号ハの規定による法第43条第１項に規定する許可の基準） 

第６条 政令第36条第１項第３号ハの規定により、建築物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認

められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物として条例で

定めるものは、前条各号に規定する予定建築物の要件に該当する建築物（政令第29条の９各号に掲げる

区域における建築物を除く。）とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

（都市計画法施行令第31条ただし書の規定に基づき都市計画法第34条第10号イの開発区域の面積を定める条

例の廃止） 
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２ 都市計画法施行令第31条ただし書の規定に基づき都市計画法第34条第10号イの開発区域の面積を定める

条例（平成15年厚木市条例第７号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行前に法第34条第10号ロに該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者（以下

「開発許可により建築した者」という。）の当該許可に係る開発行為が第５条第１号に定める基準に該当す

る場合における同条第２号の規定の適用については、当該開発許可により建築した者は、同条第１号に該当

するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者とみなす。 

４ 開発許可により建築した者の当該許可に係る開発行為が第５条第１号又は第２号に定める基準に該当する

場合における同条第４号ウただし書の規定の適用については、当該開発許可により建築した者は、同条第１

号又は第２号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者とみなす。 

５ この条例の施行前に政令第36条第１項第３号ホに該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した

者（以下「建築許可により建築した者」という。）の当該許可に係る建築物（新築のものに限る。次項にお

いて同じ。）が第５条第１号に規定する予定建築物の要件に該当する場合における同条第２号の規定の適用

については、当該建築許可により建築した者は、同条第１号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を

建築した者とみなす。 

６ 建築許可により建築した者の当該許可に係る建築物が第５条第１号又は第２号に規定する予定建築物の要

件に該当する場合における同条第４号ウただし書の規定の適用については、当該建築許可により建築した者

は、同条第１号又は第２号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者とみなす。 

７ 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成12年法律第73号。以下「一部改正法」という。）

による改正前の法第43条第１項第６号ロの規定（一部改正法附則第６条第１項の規定によりなおその効力を

有することとされる場合を含む。）により確認を受けて建築された建築物に対する第５条第４号の規定の適

用については、当該建築物は、法第３章第１節の規定による許可を受けて建築されたものとみなす。 

８ この条例の施行前に法第29条第１項の規定による許可の申請のあった開発行為については、なお従前の

例による。 

 

附 則 

この条例は、平成19年11月30日から施行する。 

 

附 則 

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の厚木市開発許可等基準条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる都市計画

法（昭和43年法律第100号）第29条第１項、第35条の２第１項及び第43条第１項の許可（以下「開発許

可等」という。）の申請について適用し、同日前にされた開発許可等の申請については、なお従前の例によ

る。 



105 

２ 厚木市開発許可等基準条例と審査基準 

 

第１条（趣旨） 

 この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）及び都市計画法施行令（昭

和44年政令第158号。以下「政令」という。）の規定に基づき、開発許可等の基準を定めるものとする。 

 

 

第２条（定義） 

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  (1) 線引き  区域区分に関する都市計画が決定されたこと又は当該都市計画を変更して市街化調整

区域が拡張されたことをいう《1》。 

  (2) 専用住宅 一戸建ての住宅であって、居住以外の用に供する部分がないものをいう。 

(3) 兼用住宅 一戸建ての住宅であって、建築基準法（昭和25年法律第201号）別表第２（い）項

第２号に規定するものをいう。 

(4) 予定建築物  開発区域内において予定される建築物をいう。 

《1》厚木市の線引き 

  ・昭和45年６月10日に市街化区域と市街化調整区域が定められた。 

・昭和59年12月25日に市街化区域の一部が市街化調整区域に変更された。（恩名の一部、温水の

一部） 

 

 

第３条（法第33条第３項の規定による技術的細目に定められた制限の強化） 

法第33条第３項の規定により条例で定める政令第25条第６号及び第７号に規定する技術的細目に

定められた制限の強化は、次のとおりとする。 

  (1) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行為にあっては、開発区域に、

面積の合計が開発区域の面積の４パーセント以上の公園、緑地又は広場（予定建築物の用途が主

として住宅である場合は、公園）が設けられていること。この場合において、設けられる公園、

緑地又は広場の１箇所当たりの面積の最低限度は、120平方メートルとする。 

  (2) 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為にあっては、開発区域に、面積の合計が開発区

域の面積の４パーセント以上の公園（予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、

緑地又は広場）が設けられていること。 

 

 

 第４条（法第33条第４項の規定による敷地面積の最低限度） 

法第33条第４項の規定により条例で定める予定建築物の敷地面積の最低限度は、市街化区域内にお

いて行われる予定建築物の用途が住宅である開発行為に限り、100平方メートルとする。ただし、法

第12条の４第１項各号に掲げる計画及び建築基準法第４章に定める建築協定において予定建築物の

敷地面積の最低限度が定められているときは、この限りでない。 
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 第５条（法第34条第12号の規定による開発許可の基準） 
 法第34条第12号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認めら

れ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として条

例で定めるものは、次に掲げるもの（政令第29条の９各号に掲げる区域（災害の防止その他の事情

を考慮して安全上支障がないと認められる区域を除く。《1》次条において同じ。）における開発行

為を除く。）とする。 

＜審査基準＞ 

《1》「政令第29条の９各号に掲げる区域（災害の防止その他の事情を考慮して安全上支障がないと認

められる区域を除く。）」とは、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 建築基準法（昭和25年法律201号）第39条第１項の災害危険区域（当該土地の区域について、

厚木市建築基準条例（平成17年厚木市条例第35号）第４条ただし書の規定の適用を受けることが

できる場合を除く。） 

 (2) 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項の地すべり防止区域  

  ※厚木市該当なし 

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号。以下、「急傾斜地法」

という。）第３条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域（当該土地の区域につい

て、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められる場合《2》を除く。） 

 (4) 土砂災害警戒危険区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）

第７条第１項の規定により指定された土砂災害警戒区域（当該土地の区域について、土砂災害を

防止し、又は軽減するための施設の整備等の防災対策が講じられている場合《3》を除く。） 

(5) 土砂災害警戒危険区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項の規定に

より指定された土砂災害特別警戒区域 

(6) 特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77号）第56条第１項の規定により指定された浸

水被害防止区域 

 ※厚木市該当なし 

 (7) 水防法（昭和24年法律第193号）第15条第１項第４号に規定する浸水想定区域のうち、浸水した

場合に想定される水深が3.0メートル以上の区域（当該土地の区域について、安全上及び避難上の

対策が講じられている場合《4》を除く。） 

(8) 水防法第15条第１項第４号に規定する浸水想定区域のうち、家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

及び家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）（当該土地の区域について、安全上及び避難上の対策

が講じられている場合《5》を除く。） 

(9) 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第580号）第８条第２項第１号に規定する農

用地区域 

(10) 森林法（昭和26年法律第249号）第25条第１項に規定する保安林の区域及び同法第29条に規定

する保安林予定域森林の区域並びに同法第41条第１項に規定する保安施設地区 

《2》審査基準《1》(3)の「開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められる場合」

とは、急傾斜地法第12条第１項又は第13条の規定による急傾斜地崩壊防止工事が完了している場合

等とする。ただし、法第34条第８号の２の規定及び「災害危険区域等に存する建築物等に代わる建

築物等の基準」に基づく許可を受けて移転した建築物等の、従前の敷地であったものについてはこ

の限りでない。 

※１ 急傾斜地崩壊防止工事の状況については、斜面の安定計算等により安全が確保されているこ

とや擁壁等の工事が行われていることを神奈川県に確認し、市に報告すること。 

※２ 急傾斜地法第７条による許可が必要な場合は、許可を得て、その許可書の写しを開発行為許
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可申請書等に添付すること。 

※３ 急傾斜地崩壊危険区域内の開発行為等にあっては、土地利用計画図及び造成計画平面図等に

当該区域の位置を明示すること。 

《3》審査基準《1》(4)の「土砂災害を防止し、又は軽減するための施設の整備等の防災対策が講じら

れている場合」とは、次のいずれかに該当するものとする。 

ア 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）にあっては、がけの形状若しくは土質により予測され

るがけ崩れに対し安全な擁壁等が設けられるもの又は安全上支障がない部分を区域とするこ

と。ただし、これにより難い場合は、確実な避難の実施を担保する避難計画が確認できること。

《6》 

  イ 土砂災害警戒区域（土石流）にあっては、建築物の主要構造部を鉄筋コンクリート造とする

等、身の安全を確保できる建築物とすること。ただし、これにより難い場合は、確実な避難の

実施を担保する避難計画が確認できること。《6》 

《4》審査基準《1》(7)の「安全上及び避難上の対策が講じられている場合」とは、建築物の居室の高

床化や敷地の地盤面の嵩上げ等により床面の高さが想定浸水深以上となる居室を設けるものとす

る。ただし、これにより難い場合は、確実な避難の実施を担保する避難計画が確認できること。《6》 

《5》審査基準《1》(8)の「安全上及び避難上の対策が講じられている場合」とは、次のいずれかに該

当するものとする。 

ア 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）にあっては、建築物の主要構造部を鉄筋コンクリート造

とする等、洪水の氾濫流により家屋が流出・倒壊等しない構造の建築物とすること。ただし、

これにより難い場合は、確実な避難の実施を担保する避難計画が確認できること。《6》 

  イ 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）にあっては、確実な避難の実施を担保する避難計画が

確認できること。《6》 

《6》審査基準《3》、《4》及び《5》の「確実な避難の実施を担保する避難計画が確認できること。」に

ついては、厚木市オールハザードマップにおける「わが家のマイ・タイムライン（洪水浸水・土砂

災害）」相当の避難に係る準備・確認事項が網羅された避難計画書【参考様式Ａ、Ｂ参照】を提出

すること。なお、申請者以外の者が建築物に居住（建築物を使用）する場合にあっては、申請者が

居住者（使用者）に対して、当該避難計画書の内容等について十分に説明すること。 

《7》審査基準《3》、《4》《5》及び《6》を適用することにより許可する場合にあっては、対策内容に

応じて、当該対策を実施する旨を法第79条の規定による許可条件として付すものとする。 

 【許可条件の例】 

○土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）の場合 

 ・がけの形状若しくは土質により予測されるがけ崩れに対し安全な擁壁等を設けること。 

 ・がけの形状若しくは土質により予測されるがけ崩れに対し安全上支障がない部分を区域とすること。 

○土砂災害警戒区域（土石流）の場合 

 ・建築物の主要構造部を鉄筋コンクリート造とする等、身の安全を確保できる建築物とすること。 

○浸水想定区域（想定浸水深3.0ｍ以上）の場合 

 ・建築物の居室の高床化により床面の高さが想定浸水深以上となる居室を設けること。 

 ・敷地の地盤面の嵩上げ等により床面の高さが想定浸水深以上となる居室を設けること。 

○浸水想定区域（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））の場合 

 ・建築物の主要構造部を鉄筋コンクリート造とする等、洪水の氾濫流により家屋が流出・倒壊等しない 

構造の建築物とすること。 

○【共通】確実な避難の実施を担保する避難計画による場合 

 ・避難計画書に基づき、早期かつ確実な避難行動をとること。 

 ・避難計画書に基づき、早期かつ確実な避難行動をとることを居住者（使用者）へ十分説明すること。 
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第１号（いわゆる農家等の分家） 

(1) 市街化調整区域内において、当該市街化調整区域に係る線引きの日前から土地を所有する者（当

該線引きの際に当該市街化調整区域内の土地を所有していた者の直系血族《1》であって、当該線

引きの日以後に当該土地を相続又は贈与により承継した者（以下「承継者」という。）を含む。）の

うち、次に掲げる者（以下「農家等に属する土地所有者」《2》という。）の親族《3》（民法（明治

29年法律第89号）第725条に規定する親族をいい、農家等に属する土地所有者と住居及び生計を一

にしたことがある者《4》に限る。）が、当該市街化調整区域内において自己の居住の用に供する住

宅を新たに必要とするやむを得ない理由《5》《6》があり、当該市街化調整区域内の土地（当該農

家等に属する土地所有者が当該市街化調整区域に係る線引きの日前から所有するもの（承継者にあ

っては、承継したもの）に限る。以下「対象土地」という。）のうち集落内又は集落に近接する区

域内にあるもの《7》において、自己の居住の用に供する専用住宅（敷地面積が150平方メートル以

上400平方メートル以下であり、かつ、延べ面積が200平方メートル以下であるものに限る。）を建

築することを目的として行う開発行為 

ア  農家《8》（農林業センサス規則（昭和44年農林省令第39号）第２条第３項に規定する農家を

いう。）に属する者 

イ  線引きの日前から当該市街化調整区域内に居住している者（承継者にあっては、当該市街化

調整区域内に居住している者） 

＜審査基準＞ 
《1》直系血族の範囲は民法で規定する直系血族（別紙）とその配偶者をいう。 

《2》＜農家に属する者の場合＞  

ア 農家に属する土地所有者の経営耕作面積が、贈与等を行うことにより10アール未満になり、

農家要件を欠くこととなる場合は、原則として農家に属する土地所有者には該当しない。 

イ 農家に属する土地所有者が市街化区域に居住している場合も本基準の適用を妨げない。 

《3》親族とは、民法に規定する親族をいう。 

   ※ 民法（明治29年４月27日法律第89号） 

  「民法」第四編 親族 第１章 総則第725条  左に掲げる者は、これを親族とする。 

           １  六親等内の血族 

           ２  配偶者 

           ３  三親等内の姻族 

《4》 「住居及び生計を一にしたことがある者」とは、現に同居している者を含み、結婚、就職、就

学等の理由で従前、世帯から転出した者をいう。 

   ※  同居等については、住民票記載事実及び農家等に属する土地所有者の世帯の除籍者を含めた

戸籍謄本、住民票等により確認すること。 

《5》 申請者は、独立して生計を営むことができ、建設資金を確保できる見込みが確実であると認      

められる者であること。 

    ※１  原則として申請者は結婚していること。また、申請者が婚約中の場合、次の資料の提出を     

求めて判断すること。 

        ○理由書（結婚する前に住宅を建築しなければならない具体的な理由を明記） 

        ○両人が結婚する旨の仲人等の証明 

        ○式場申込書又は領収書 

        ○婚約者の戸籍謄本及び住民票 

なお、事前相談において申請者及び婚約者と事前面接を行い婚約の事実、新居建築の必要

性、確実性について聴き取り調査を行うこと。 

※２  申請者が独身者である場合は、経済的に自立しており、農家等に属する土地所有者の世帯

と同居することが困難であることの具体的な理由が明確であること。 
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 《6》ア 申請者が自ら生活の本拠とする住宅であり、申請者及びその世帯構成員が他に自己名義の住

宅を所有していないこと。 

イ 農家等に属する者と申請者が市街化区域に自己の居住の用に供する住宅建設に適当な土地

を所有していないこと。 

※１ 所有する土地が既に建築物の敷地や長期にわたって正式な契約済みの土地である場合は          

住宅の適地ではないが、主に家庭菜園、駐車場などに利用されている土地は住宅に適する

と判断する。 

※２ 市街化区域内土地所有の有無の審査に当たり、土地名寄せ帳において都市計画税の課税

がされている土地は市街化区域に存する土地と判断する。 

《7》ア 農家等に属する土地所有者と使用貸借した土地であっても相続、贈与と同等に取り扱う。

なお、この規定が適用されるのは推定相続人の場合に限る。 

        イ 土地が交換農地の取り扱いに基づいた農業委員会のあっせんの交換農地又は公共事業のた

め公共団体等のあっせんにより代替取得した土地である場合は、その交換又はあっせんによ

り失った土地の所有権が継続しているものとして取り扱うことができる。 

      ※１ 対象土地には、原則として農家等に属する土地所有者の世帯の構成員と申請者以外の者の          

権利が設定されていないこと。また、対象土地に抵当権、差押、所有権移転仮登記等の権

利が設定されていないこと。 

      ※２ 対象土地が建築基準法第43条の規定による敷地と道路の関係を満たしていないため必要

最小限の専用通路を設ける場合、当該専用通路部分の土地に関しては基準に適合している

とみなすことができる。 

      ※３「贈与された土地」については、本申請時に贈与証書【参考様式１参照】（収入印紙及び          

実印のあるもの）の提出を求め（原本は許可書に、写しを申請書にそれぞれ添付）、その記

載事実により確認すること。 

      ※４「使用貸借した土地」については、本申請時に土地使用貸借契約書【参考様式２参照】（実          

印のあるもの）の写し及び申請者を除く推定相続人全員から承諾書【参考様式３参照】（実          

印のあるもの）の提出を求める。ただし、やむを得ない事情により承諾書を提出させるこ

とが困難な場合はこの限りでない。 

《8》 「農家」は農林業センサス規則に規定する農家をいう。 

※１ 農林業センサス規則（昭和44年６月20日農林省令第39号） 

（最終改正：令和５年10月 19日農林水産省令第53号）抜粋 

      （定義） 

第２条 この省令で「農業」とは、耕種、養畜（養きん及び養ほうを含む。）又は養蚕の事業を

いう。 

２ 略 

      ３ この省令で「農家」とは、次の各号のいずれかに該当する農業を行う世帯をいう。 

       一 経営耕地面積が10アール以上の規模の農業 

二 調査期日（第４条の規定による調査期日をいう。）前一年間における農業生産物の総販 

売額が15万円以上の規模の農業 

   ４～６ 略 

 

       ※２ 農業の範囲は原則として日本標準産業分類によるＡ－農業の範囲とする。 

    ※３ 農林業センサス規則第２条第３項第１号において、小作地、借入地も経営耕地とみなす。 
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第２号（いわゆる次世代分家） 

(2) 前号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者《1》（以下「農家等を離れた者」

という。）と住居及び生計を一にしたことがある者《2》（農家等に属する土地所有者の２親等内の

直系血族に限る。）が、市街化調整区域内において自己の居住の用に供する住宅を新たに必要とす

るやむを得ない理由《3》《4》があり、対象土地（当該農家等を離れた者が承継したものに限る。）

のうち集落内又は集落に近接する区域内にあるもの《5》において、自己の居住の用に供する専用

住宅（敷地面積が150平方メートル以上400平方メートル以下であり、かつ、延べ面積が200平方メ

ートル以下であるものに限る。）を建築することを目的として行う開発行為 

＜審査基準＞ 
 《1》 ア 附則第３項及び第５項の規定による経過措置として、条例の施行日前に提案基準３によ

り許可を受けたもので条例第５条第１号に掲げる基準に該当する場合、条例第５条第２号

の許可対象となる。 

    イ 農家等を離れた者の世帯は、当該市街化調整区域に継続して居住している者であること。

ただし、都市計画の変更により農家等を離れた者の世帯が市街化区域に編入替えになった

場合は、この限りでない。 

    ※ 開発許可等を受けないで相続、贈与等を行った場合は、条例第５条第２号の対象にならない。 

 《2》「住居及び生計を一にしたことがある者」とは、現に同居している者を含み、結婚、就職、就

学等の理由で従前、世帯から転出した者をいう。 

     ※ 同居等については、住民票記載事実及び農家等を離れた者の世帯の除籍者を含めた戸籍謄本、

住民票等により確認すること。 

 《3》申請者は、独立して生計を営むことができ、建設資金を確保できる見込みが確実であると認め

られる者であること。 

     ※１ 原則として申請者は結婚していること。また、申請者が婚約中の場合、次の資料の提出を

求めて判断すること。 

       ○理由書（結婚する前に住宅を建築しなければならない具体的な理由を明記） 

       ○両人が結婚する旨の仲人等の証明 

       ○式場申込書又は領収書 

       ○婚約者の戸籍謄本及び住民票 

       なお、事前相談において申請者及び婚約者と事前面接を行い婚約の事実、新居建築の必要

性、確実性について聴き取り調査を行うこと。 

     ※２ 申請者が独身者である場合は、経済的に自立しており、農家等を離れた者の世帯と同居す

ることが困難であることの具体的な理由が明確であること。 

  《4》ア 申請者が自ら生活の本拠とする住宅であり、申請者及びその世帯構成員が他に自己名義

の住宅を所有していないこと。 

      イ 農家等を離れた者の世帯に属する者と申請者が市街化区域に自己の居住の用に供する住

宅建設に適当な土地を所有していないこと。 

    ※１ 所有する土地が既に建築物の敷地や長期にわたって正式な契約済みの土地である場合は

住宅の適地ではないが、主に家庭菜園、駐車場などに利用されている土地は住宅に適する

と判断する。 

     ※２ 市街化区域内土地所有の有無の審査に当たり、土地名寄せ帳において都市計画税の課税

がされている土地は市街化区域に存する土地と判断する。 
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  《5》ア  対象土地は、農家等に属する土地所有者が当該市街化調整区域に係る線引きの日前から

所有していた土地のうち、線引きの日以後に農家等を離れた者が農家等に属する土地所

有者から相続した土地、贈与を受けた土地、又は使用貸借した土地のうち所有権の移転

がなされた土地で、申請者が農家等を離れた者から相続した土地又はその者へ贈与され

た土地、又は農家等を離れた者と使用貸借したものであること。なお、使用貸借に当た

っては推定相続人の場合に限る。 

     イ 土地が交換農地の取扱いに基づいた農業委員会あっせんの交換農地又は公共事業のた

め公共団体等のあっせんにより代替取得した土地である場合は、その交換又はあっせん

により失った土地の所有権が継続しているものとして取り扱うことができる。 

     ウ 農家等に属する土地所有者から直接に申請者へ相続した土地、贈与された土地、使用貸

借した土地は含まない。 

       ※１ 対象土地のうち農家等を離れた者が承継した土地には、原則として農家等を離れた者

の世帯に属する者と申請者以外の者の権利が設定されていないこと。また、対象土地に

抵当権、差押、所有権移転仮登記等の権利が設定されていないこと。 

       ※２ 対象土地のうち農家等を離れた者が承継した土地が、建築基準法第43条の規定による

敷地と道路の関係を満たしていないため必要最小限の専用通路を設ける場合、当該専用

通路部分の土地に関しては基準に適合しているとみなすことができる。 

       ※３ 「贈与された土地」については、本申請時に贈与証書【参考様式１参照】（収入印紙及

び実印のあるもの）の提出を求め（原本は許可書に、写しを申請書にそれぞれ添付）、そ

の記載事実により確認すること。 

       ※４ 「使用貸借した土地」については、本申請時に土地使用貸借契約書【参考様式２参照】

（実印のあるもの）の写し及び申請者を除く推定相続人全員から承諾書【参考様式３参

照】（実印のあるもの）の提出を求める。ただし、やむを得ない事情により承諾書を提出

させることが困難な場合はこの限りでない。
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第３号（収用移転） 

(3) 土地収用法（昭和26年法律第219号）第３条各号に掲げる事業の施行に伴い、当該事業を施行す

る者（以下「事業施行者」という。）の要請《1》に基づき、建築物（専用住宅若しくは兼用住宅（以

下「専用住宅等」という。）、長屋若しくは共同住宅（以下「長屋等」という。）又は地区集会所（地

方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２に規定する地縁による団体の集会の用に供する建築

物をいう。以下同じ。）に限る。）を移転し、又は除却して当該建築物と同一の用途の建築物を建築

する必要がある場合《2》（移転し、又は除却する建築物（以下「対象建築物」という。）の敷地（以

下「対象敷地」という。）が市街化区域内にあるときにあっては、市街化区域内の土地に建築物を

建築することにより、経済活動又は社会生活における利益又は利便を著しく損なうことになると認

められるときに限る。《3》）に、対象敷地と一体的な日常生活圏を形成していると認められる区域

内《4》の土地（対象敷地が本市又は本市に隣接する市町村にある場合を除き、当該土地に建築物

を建築することがやむを得ないと認められるものに限る。）であって、事業施行者があっせんした

もの《1》において、次のいずれかに該当する建築物（当該建築物が専用住宅等（敷地面積が300平

方メートル以下であり、かつ、延べ面積が200平方メートル以下であるものに限る。）である場合を

除き、敷地面積及び延べ面積が対象敷地及び対象建築物と同程度のもの《5》に限る。）を建築する

ことを目的として行う開発行為 

ア 専用住宅であって、次のいずれにも該当するもの 

(ア) 階数が３以下であり、かつ、地階を有しないこと。 

(イ) 最高の高さが10メートル以下であること。 

(ウ) 予定戸数が２以上である場合は、開発区域の面積が1,000平方メートル未満であること。 

イ 兼用住宅又は地区集会所であって、次のいずれにも該当するもの 

(ア) 敷地が幅員４メートル以上の道路に接していること。 

(イ) 延べ面積が500平方メートル以下であること。 

(ウ) 階数が３以下であり、かつ、地階を有しないこと。 

(エ) 最高の高さが10メートル以下であること。 

ウ  長屋等であって、次のいずれにも該当するもの 

(ア) 敷地が幅員４メートル以上の道路に接していること。 

(イ) 延べ面積が500平方メートル以下であること。 

(ウ) 階数が３以下であり、かつ、地階を有しないこと。 

(エ) 最高の高さが10メートル以下であること。 

(オ) 予定戸数が対象建築物の戸数以下であること。 

＜審査基準＞ 
 《1》当該事業施行者が事前相談を行い、対象建築物の所有者が開発許可等の申請を行うことを原則

とする。 

 《2》敷地及び建物の一部が収用対象となる場合には、残った敷地又は建物の範囲内で対応できない

ことが明確であること。 

    ※１ 敷地のみが収用される場合は原則として認めない。 

※２ 「残った敷地又は建物の範囲内で対応できないことが明確である」とは、次の場合を含む。 

a  借地であって地主に返還する場合 

b  当該事業の事業主体が一括取得する場合 

c  残地で従前規模の建築物が建築できない場合 

d  その他残地の形状等によりやむを得ないと判断される場合 

※３ 「対象敷地」には対象建物の敷地のほか２項道路の後退部分及び隣接して一体不可分に利

用されていると判断される敷地を含み、代替地には道路等帰属される公共公益施設は含ま

ない。 
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 《3》「経済活動又は社会生活における利益又は利便を著しく損なうこととなると認められるときに

限る。」の確認については、選定結果報告書【参考様式４参照】の提出によりやむを得ない状況

が明確であること。 

 《4》「対象敷地と一体的な日常生活圏を形成していると認められる区域」とは、次の区域を言う。  

圏 域 名         該 当 地 区         

環 境 共 生 生 活 都 市 圏                

湘南地区、県央地区、津久井地区 

（平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、

大磯町、二宮町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、

座間市、綾瀬市、愛川町、清川村） 

 ※ 環境共生生活都市圏とは、かながわ新総合計画21（平成９年１月策定）における区域   

      をいう。 

《5》「敷地面積及び延べ面積が対象建築物と同程度の建築物」とは、敷地面積が対象敷地の面積の

1.5 倍の面積以下であり、かつ、延べ面積が対象建築物の延べ面積の 1.5 倍の面積以下である

こと。 

  ※ 「敷地面積が、対象敷地の面積の1.5倍の面積以下」であることについての具体的取扱いは

次による。 

     ・《2》の※2  a又はbの場合は、敷地全体の1.5倍以内とする。 

     ・《2》の※2 c又はdの場合は、収用される土地の1.5倍と残地と同面積を合算した面積 

以内とする。 
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第４号（増築・改築） 

(4) 専用住宅等であって、当該専用住宅等の敷地《1》のある市街化調整区域に係る線引きの日前か

らあるもの《2》又は当該線引きの日以後に法第３章第１節の規定による許可を受けて建築された

もの《3》を増築し、又は改築する目的で行う開発行為。ただし、予定建築物が次のいずれにも該

当するものに限る。 

ア 用途が、増築し、又は改築する前の建築物と同じ用途であること。 

イ  延べ面積が200平方メートル以下であること。 

    ウ 敷地面積の増加を伴わないものであること。ただし、自己の居住の用に供するものにあって

は、増加後の敷地面積が300平方メートル未満（第１号又は第２号に定める基準に該当して許

可を受けた者が建築した専用住宅（第１号又は第２号に規定する予定建築物の要件に該当する

ものとして法第43条第１項の規定による許可を受けた者が建築したものを含む。）であって、

増加に係る土地が第１号又は第２号に規定する要件に該当する土地である場合は、400平方メ

ートル以下）である場合は、この限りでない。 

＜審査基準＞ 
  本基準の適用対象は原則として従前の敷地内で増築・改築（建替え）をする場合又は災害によって

滅失した建築物と用途の異ならない建築物を建築する場合であること。 

《1》当該専用住宅等の敷地が、建築基準法第43条の規定による敷地と道路の関係を満たしていない

ため必要最小限の専用通路を設ける場合、当該専用住宅の敷地には当該専用通路部分の土地も含

めて取扱うことができる。 

《2》市街化調整区域に係る線引きの日前から存する当該専用住宅等については、建築基準法に基づく

建築確認通知書等により建築年次を確認すること。 

《3》宅地確認を受けて建築されたものについては、附則第７項で定める経過措置により許可を受けた

ものとみなす。 
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第５号（既存宅地） 

(5) 次のいずれかに該当する地域内にある土地であって、当該土地のある市街化調整区域に係る線引

きの日前から宅地であることが明らかであると認められるもの《1》において、自己の居住の用に

供する専用住宅又は開発区域の面積が1,000平方メートル未満である専用住宅を建築することを目

的として行う開発行為。ただし、区画の変更を伴うものにあっては、予定建築物の敷地面積が150

平方メートル以上でなければならない。 

    ア 半径100メートルの円内においておおむね100（市街化区域に近接する地域にあっては、おお

むね50）以上の建築物がある地域 

    イ おおむね100（市街化区域に近接する地域にあっては、おおむね50）以上の建築物が、敷地

相互間の間隔が50メートル（開発行為を行おうとする土地と当該土地に最も近い建築物の敷地

との間隔にあっては、25メートル）以内で連たんする地域《2》 

＜審査基準＞ 
《1》「当該土地のある市街化調整区域に係る線引きの日前から宅地であることが明らかであると認め

られるもの」とは申請地が、市街化調整区域に係る線引きの日前から、次のいずれかに該当する

土地であり、その後現在に至るまで継続して当該要件に該当していること。 

１  土地の登記事項証明書における地目が宅地の土地 

２  固定資産課税台帳が宅地として評価されている土地 

３  建築基準法に基づく道路位置指定の申請をして造成した土地 

４  建築基準法に基づく工作物の確認を受けて造成した土地 

５  建築物を建てる目的で農地転用許可を受けていた土地 

６  建築確認を受けて、建築物を建築した土地 

７  その他建築物の敷地であることが明らかであると認められる土地 

※１  １の土地の登記事項証明書により宅地として判断する場合に、登記日付が昭和 50 年４月１

日（旧既存宅地確認制度施行日）以降である遡りされた登記については、原則１に該当しない

ものとする。なお、航空写真、公的な書類等の裏付資料により市街化調整区域に関する都市計

画の決定の日において土地の現況が宅地であった場合は、１に該当するものとして取扱う。 

※２  ２の固定資産（土地）課税台帳及び５の農地転用許可証明書により宅地として判断する場合

は次による。 

     ・「固定資産（土地）課税台帳」 … 昭和46年度地目確認簿又は当該地が市街化調整区域に編

入された翌年の１月１日及び現年度作成固定資産（土地）課税台帳に宅地として評価され

ているかを確認する。 

     ・「農地転用許可証明書」 …線引き前に転用目的が住宅敷地・宅地として許可を受けたものか

確認するとともに現地調査を行い造成済みの土地又は現況で建築可能な土地か否かを判断

する。 

※３  ３及び４の「造成した土地」は市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前に造成工事に

着手していたものを含むものとする。 

※４  ７の「その他建築物の敷地であることが明らかであると認められる土地」の審査については、

次に掲げる資料等を総合的に勘案し、判断する。なお、ここでいう建築物には、専ら農作物を

育成する施設は該当しないものとする。 

（１） 当該地が、市街化調整区域に関する都市計画の決定の日において建築物の敷地であったこ

とが判別できる航空写真 

 

 

（２） 当該地において、農業的土地利用から宅地的土地利用へ転換を証する書類 

昭和45年線引き時：昭和44年及び48年撮影 

昭和59年線引き時：昭和58年及び60年撮影 
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（３） 公的機関等の証明 

（４） 当該地における市街化調整区域に関する都市計画の決定の日から現在に至るまでの土地利

用の経過及び土地の現況経過 

注)  線引きの際の敷地の範囲は、田・畑・山林と判断される部分にあっては一体の敷地に含まな

いこととし、住居・家屋やその附属建築物、井戸等住居と一体である施設の配置状況及び生け

垣等敷地周囲の明確な区画の有無などを航空写真などにより確認の上、判断する。 

※５  当該開発区域内において、開発に伴い必要とされる道路部分が市町村の管理に属することが

確実な場合は、当該道路の土地については、要件に該当しない土地も含むことができるものと

する。 

《2》ア及びイについて次のように取り扱う。 

１ 「市街化区域に近接する地域」とは、申請地が市街化区域から１キロメートルを超えない距

離にある場合とする。 

２  建築物の数の算定において、共同住宅又は長屋については、当該共同住宅又は長屋の戸数

の２分の１に該当する数があるものとみなす。また、「おおむね」を冠した建築物の数値は、

その20パーセントに当たる数値を加えたものを上限、減じたものを下限とした範囲内の数値

とする。 

３  イについては、高速道路、鉄道、河川等によって明らかに分断されていないこと。 
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第６条（政令第36条第１項第３号ハの規定による法第43条第１項に規定する許可の基準） 

政令第36条第１項第３号ハの規定により、建築物の周辺における市街化を促進するおそれがない

と認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物と

して条例で定めるものは、前条各号に規定する予定建築物の要件に該当する建築物（政令第29条の

９各号に掲げる区域における建築物を除く。）《1》とする。 

本条は、開発行為について規定した第５条の各号に対応する建築行為について規定している。 
＜審査基準＞ 
《1》「政令第29条の９各号に掲げる区域における建築物を除く。」に係る審査基準については、第５

条本文の審査基準《1》～《7》を準用する。 
 
 
 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

（都市計画法施行令第31条ただし書の規定に基づき都市計画法第34条第10号イの開発区域の面積を定

める条例の廃止） 

２  都市計画法施行令第31条ただし書の規定に基づき都市計画法第34条第10号イの開発区域の面積を

定める条例（平成15年厚木市条例第７号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行前に法第34条第10号ロに該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者

（以下「開発許可により建築した者」という。）の当該許可に係る開発行為が第５条第１号に定める

基準に該当する場合における同条第２号の規定の適用については、当該開発許可により建築した者

は、同条第１号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者とみなす。 

４ 開発許可により建築した者の当該許可に係る開発行為が第５条第１号又は第２号に定める基準に

該当する場合における同条第４号ウただし書の規定の適用については、当該開発許可により建築し

た者は、同条第１号又は第２号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者とみなす。 

５  この条例の施行前に政令第36条第１項第３号ホに該当するものとして許可を受けて専用住宅を建

築した者（以下「建築許可により建築した者」という。）の当該許可に係る建築物（新築のものに限

る。次項において同じ。）が第５条第１号に規定する予定建築物の要件に該当する場合における同条

第２号の規定の適用については、当該建築許可により建築した者は、同条第１号に該当するものと

して許可を受けて専用住宅を建築した者とみなす。 

６  建築許可により建築した者の当該許可に係る建築物が第５条第１号又は第２号に規定する予定建

築物の要件に該当する場合における同条第４号ウただし書の規定の適用については、当該建築許可

により建築した者は、同条第１号又は第２号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築し

た者とみなす。 

７  都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成12年法律第73号。以下「一部改正法」と

いう。）による改正前の法第43条第１項第６号ロの規定（一部改正法附則第６条第１項の規定により

なおその効力を有することとされる場合を含む。）により確認を受けて建築された建築物に対する第

５条第４号の規定の適用については、当該建築物は、法第３章第１節の規定による許可を受けて建

築されたものとみなす。 

８  この条例の施行前に法第29条第１項の規定による許可の申請のあった開発行為については、なお

従前の例による。 

 

附 則  

この条例は、平成19年11月30日から施行する。 

 

附 則 

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の厚木市開発許可等基準条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項、第35条の２第１項及び第43条第１項の許可（以

下「開発許可等」という。）の申請について適用し、同日前にされた開発許可等の申請については、

なお従前の例による。  
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附 則 
  ・附則第３項は経過措置として、条例の施行日前による開発許可を受けて条例第５条第１号に掲げ

る基準に該当する場合も、条例第５条第２号の対象になることを規定している。 
 ・附則第４項は経過措置として、条例の施行日前による開発許可を受けて条例第５条第１号又は第

２号に掲げる基準に該当する場合も、条例第５条第４号ウただし書き規定の対象になることを規

定している。 
・附則第５項は経過措置として、条例の施行日前に施行令による建築許可を受けて条例第５条第１

号に掲げる基準に該当する場合も、条例第５条第２号の対象になることを規定している。 
・ 附則第６項は経過措置として、条例の施行日前に施行令による建築許可を受けて条例第５条第１

号又は２号に掲げる基準に該当する場合も、条例第５条第４号ウただし書き規定の対象になるこ

とを規定している。 
  ・附則第７項は経過措置として、宅地確認を受けて建築されたものについては法第３章第１節の規

定による許可を受けて建築されたものとして条例第５条第４号の対象となることを規定している。 
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３ 厚木市開発許可等取扱規則 
平成14年３月31日  
厚木市規則第11号 

（趣旨） 

第１条 都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく開発許可等の

手続等については、都市計画法施行令（昭和44年政令第158号。以下「政令」という。）及び都

市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、こ

の規則の定めるところによる。 

（開発行為許可申請書の添付図書） 

第２条  法第30条第１項に規定する申請書には、同条第２項に規定する図書のほか、次に掲げる

図書を添付しなければならない。ただし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に

供する目的で行う開発行為（以下「自己居住用開発行為」という。）である場合には第７号及び

第８号に掲げる図書、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するも

のの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為（以下「自己業務用開発行為」という。）の

うち開発区域の面積が１ヘクタール未満のものである場合には第３号、第７号及び第８号に掲

げる図書、その他の開発行為である場合には第３号に掲げる図書を添付することを要しない。 

  (1) 開発区域の土地の登記事項証明書又はこれに代わるもの 

  (2) 開発区域が明示されている土地の公図の写し 

  (3) 設計概要書 

  (4) 実測図に基づく開発区域内の公共施設の新旧対照図 

  (5) 求積図 

  (6) 土地利用面積表 

  (7) 申請者の資力及び信用に関する申告書 

  (8) 工事施行者の能力に関する申告書 

  (9) その他市長が必要と認める図書 

（設計説明書） 

第３条  省令第16条第２項に規定する設計説明書は、設計説明書、従前の公共施設一覧表、新設

する公共施設一覧表及び付替えに係る公共施設一覧表とする。 

（開発行為の施行等の同意書等） 

第４条  省令第17条第１項第３号に規定する同意を得たことを証する書類は、開発行為の施行等

の同意書、印鑑登録証明書及び開発区域内権利者一覧表とする。 

（設計者の資格に関する申告書） 

第５条  省令第17条第１項第４号に規定する資格を有する者であることを証する書類は、設計者

の資格に関する申告書とする。 

（既存の権利者の届出書） 

第６条  法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利者の届出書により行うものとする。 

（開発行為の許可又は不許可の通知） 

第７条  法第35条第２項の規定による許可又は不許可の通知は、開発行為許可（不許可）通知書

により行うものとする。 

（開発行為変更許可申請書等） 

第８条  法第35条の２第２項に規定する申請書は、開発行為変更許可申請書とする。 

２  前項の申請書には、省令第28条の３に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなけれ

ばならない。  
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  (1) 第２条各号に掲げる図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更となるもの 

  (2) その他市長が必要と認める図書 

３  法第35条の２第４項において準用する法第35条第２項に規定する変更の許可又は不許可の通

知は、開発行為変更許可（不許可）通知書により行うものとする。 

（開発行為変更届出書） 

第９条  法第35条の２第３項の規定による届出は、開発行為変更届出書に次に掲げる図書を添付

して行うものとする。 

  (1) 省令第28条の４第１号に規定する予定建築物等の敷地の形状の変更にあっては、その内容

が明示された図書 

  (2) その他市長が必要と認める図書 

（開発行為の軽微な修正届出書） 

第10条  法第29条の許可（以下「開発許可」という。）を受けた者は、省令第28条の４に規定する

開発行為以外の開発行為に係る軽微な変更が生じたときは、開発行為の軽微な修正届出書に次

に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。 

  (1) 変更の前後が対照できる図書 

  (2) その他市長が必要と認める図書 

（建築制限解除の承認申請書等） 

第11条  法第37条第１号の規定により承認を受けようとする者は、建築制限解除承認申請書に次

に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。 

  (1) 概要説明書 

  (2) 当該申請に係る建築物等の位置を明示した土地利用計画図 

  (3) 開発区域の区域図 

  (4) 建築物等平面図 

  (5) その他市長が必要と認める図書 

２  市長は、前項の規定による申請があった場合において、承認又は不承認の決定をするときは、

建築制限解除承認（不承認）通知書により申請者に通知するものとする。 

（工事着手届出書） 

第12条  開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手したときは、直ちに工事着手届

出書により市長に届け出なければならない。 

（工事完了届出書等の添付図書） 

第13条  省令第29条に規定する工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書には、次に掲げる図

書を添付しなければならない。 

  (1) 開発区域の位置図及び区域図 

  (2) 工事完了図（工事完了届出書を提出する場合に限る。） 

  (3) 公共施設工事完了図（公共施設工事完了届出書を提出する場合に限る。） 

  (4) 土地求積図 

  (5) 開発区域が明示されている土地の公図の写し 

  (6) 開発区域内の土地の地番目録 

  (7) その他市長が必要と認める図書 

２  前項の工事完了図及び公共施設工事完了図は、別表第１に定めるところにより作成したもの

でなければならない。 
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（工事完了公告の方法） 

第14条  法第36条第３項に規定する工事の完了の公告は、厚木市公告式条例（昭和30年厚木市条

例第１号）の定めるところにより行うものとする。 

（開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書） 

第15条  省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添

付しなければならない。 

  (1) 開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した図書 

  (2) 廃止時における当該開発区域の土地の現況図 

  (3) その他市長が必要と認める図書 

（市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書等） 

第16条  法第41条第２項ただし書（法第35条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定に

より許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書に次に掲げる図書を添付して市長に申

請しなければならない。 

  (1) 建築物等概要書 

  (2) 付近見取図 

  (3) 敷地現況図 

  (4) 土地利用計画図 

  (5) 建築物平面図 

  (6) 建築物立面図 

  (7) その他市長が必要と認める図書 

２  市長は、前項の規定による申請があった場合において、許可又は不許可の決定をするときは、

建築物特例許可（不許可）通知書により申請者に通知するものとする。 

（予定建築物等以外の建築等の許可申請書等） 

第17条  法第42条第１項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の

建築等許可申請書に前条第１項各号に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。 

２  市長は、前項の規定による申請があった場合において、許可又は不許可の決定をするときは、

予定建築物等以外の建築等許可（不許可）通知書により申請者に通知するものとする。 

（建築物の新築等の許可申請書の添付図書） 

第18条  省令第34条第１項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工

作物の新設許可申請書には、同条第２項に規定する図面のほか、第16条第１項第１号、第４号

から第６号までに掲げる図書及び次に掲げる図書を添付しなければならない。 

  (1) 敷地に係る土地の登記事項証明書 

  (2) 敷地に係る土地の公図の写し 

  (3) その他市長が必要と認める図書 

（建築物の新築等の許可等の通知） 

第19条  市長は、法第43条第１項の規定による許可の申請があった場合において、許可又は不許

可の決定をするときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

許可（不許可）通知書により申請者に通知するものとする。 

（許可に基づく地位の承継の届出書） 

第20条  法第44条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、遅滞なく地位承継届

出書に当該許可に基づく地位を承継したことを証する書類を添付して市長に届け出なければな

らない。 
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（許可に基づく地位の承継の承認申請書等） 

第21条  法第45条の規定により承認を受けようとする者は、開発許可承継承認申請書に次に掲げ

る図書を添えて市長に申請しなければならない。 

  (1) 申請者の資力及び信用に関する申告書 

  (2) 権原を取得したことを証する書類 

  (3) 工事の施行状況に関する図書 

  (4) 開発区域の区域図 

  (5) その他市長が必要と認める図書 

２  市長は、前項の規定による申請があった場合において、承認又は不承認の決定をするときは、

開発許可承継承認（不承認）通知書により申請者に通知するものとする。 

（開発登録簿） 

第22条  省令第36条第１項に規定する調書は、開発登録簿とする。 

（工事の施行状況の報告書） 

第23条  開発許可又は法35条の２第１項の許可を受けた開発行為並びに法35条の２第３項に規定

する届出及び第10条に規定する軽微な修正の届出に係る開発行為に関する工事の施行者は、当

該開発行為に関する工事を完了したときは、速やかに別表第２の左欄に掲げる工事の種類に応

じ、当該右欄に掲げる報告事項について、その位置及び施行状況を明らかにした写真その他の

資料による報告書を市長に提出しなければならない。 

２  前項の工事施行者は、別表第２に掲げる工事のうち、市長が指定するものについては、その

指定した工程に達する日の３日前までにその工程に達する旨を指定工事の施行状況届出書によ

り市長に届け出なければならない。 

（取下げ届出書） 

第24条  法第29条第１項、第42条第１項ただし書及び第43条第１項に規定する許可申請書を取り

下げようとする者は、取下げ届出書により市長に届け出なければならない。 

（開発許可済等の標識の掲示） 

第25条  開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る開発区域が接する主要な道路付近その他の

当該開発区域の見やすい場所に、開発許可済の標識（第１号様式）を次に掲げる間掲示してお

かなければならない。 

  (1) 自己居住用開発行為及び自己業務用開発行為（開発区域の面積が１ヘクタール以上のもの

を除く。）  工事完了公告までの間 

(2) その他の開発行為  工事完了公告後３箇月までの間 

２  法第43条第１項に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る敷地が接する主要な道路付近

その他の当該敷地の見やすい場所に、建築等許可済の標識（第２号様式）を当該許可に係る工

事が完了するまでの間掲示しておかなければならない。 

（開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請書等） 

第26条  省令第60条に規定する書面の交付を求めようとする者は、開発行為又は建築等に関する

証明書交付申請書に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。 

(1) 建築確認申請書の写し 

(2) その他市長が必要と認める図書 

２  市長は、前項の開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書の提出があったときは、適当

と認めるものにあっては開発行為又は建築等に関する証明書により、不適当と認めるものにあ

っては開発行為又は建築等に関する不適合通知書により申請者に通知するものとする。 
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（身分証明書の様式） 

第27条  法第82条第２項に規定する身分を示す証明書の様式は、第３号様式とする。 

（開発許可申請書等の提出部数） 

第28条 法、政令及び省令並びにこの規則により市長に提出する申請書等及びこれらの添付図書

の提出部数は、申請書及びその添付図書の提出にあっては正本及び副本各１部とし、届出書及

びその添付図書の提出にあっては市長が指定した部数とする。 

（その他） 

第29条  この規則に定めるもののほか、法、政令及び省令に基づく開発行為等の施行について必

要な事項は、市長が別に定める。 

 

    附  則 

  この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

    附  則 

  この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附  則 

  この規則は、平成17年３月７日から施行する。 

  附  則 

  この規則は、平成19年11月30日から施行する。 

附  則 

  この規則は、公布の日から施行する。 

 

別表第１（第13条関係） 

図 面 の 種 類         明 示 す べ き 事 項           縮   尺 

工 事 完 了 図            

 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予

定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物

等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集

団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状 

500分の１以上 

公共施設工事完了図  当該公共施設の位置及び形状 500分の１以上 

 

別表第２（第23条関係） 

工 事 の 種 類         報 告 事 項             

表土の保全工事 保全の状況 

擁壁工事 

１ 鉄筋コンクリート造の擁壁の基礎ぐいの耐力並びに基礎及び壁体

の配筋の状況 

２ 練積み造の擁壁の壁体の厚さ又は組積材及び裏込めコンクリート

の厚さ 

３ 擁壁の水抜き穴及びその周辺の状況 

切土又は盛土工事 

１ 急傾斜面に盛土をする場合における盛土前の段切りその他の措置 

２ 切土又は盛土をする場合における排水施設の状況 

３ 切土をする場合における地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカー

その他の土留（以下「地滑り抑止ぐい等」という。）の設置、土の置

換えその他の措置 

４ 盛土をする場合における締固めの状況及び地滑り抑止ぐい等の設

置その他の措置 
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道路工事 道路を舗装する場合における舗装工事開始前の道路の状況 

貯水施設工事 
１ 根切りを完了したときの状況 

２ 底版又は床版の配筋の状況 

その他市長が指定する

工事 
市長が必要と認め、指定する工程の状況 

 

 

 

第１号様式（第25条関係） 

 

60cm以上 

45 

㎝ 

以

上 

都 市 計 画 法 に よ る 開 発 許 可 済 の 標 識                               

許 可 年 月 日 及 び 番 号                 年 月 日厚木市指令（開審）第  号 

許 可 し た 者                

許可を受けた者の住所及び氏名               電話（ ） －   

工事施行者の住所及び氏名               電話（ ） －   

開発区域に含まれる地域の名称 厚木市 

予 定 建 築 物 の 用 途                

工 事 監 理 者 の 氏 名                

工 事 予 定 期 間                 年 月 日から  年 月 日 

検 査 済 証 の 交 付 年 月 日                 年 月 日 

備考 この開発行為について、詳細な内容を知りたい方は、     に備えて

ある開発登録簿を御覧ください。 

 

 

 

第２号様式（第25条関係） 

 

60cm以上 

45 

㎝ 

以

上 

都 市 計 画 法 に よ る 建 築 等 許 可 済 の 標 識                            

許 可 年 月 日 及 び 番 号                 年 月 日厚木市指令（開審）第  号 

許 可 し た 者                

許可を受けた者の住所及び氏名               電話（ ） －   

工事施行者の住所及び氏名               電話（ ） －   

建築（建設）に係る土地の所在 厚木市 

建 築 物 等 の 用 途                

 



125 

第３号様式（第27条関係） 

 

                       （表） 

第   号 

身 分 証 明 書 

 

                   所  属 

                   職  名  

                   氏  名 

                              年  月  日生 

 

 上記の者は、都市計画法第82条第１項の規定により立入検査をすることがで

きる者であることを証明する。 

 

    年  月  日 

 

                              厚 木 市 長      印 

 

                      （裏） 

都市計画法（抜粋） 

（立入検査） 

第82条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しく

は委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合において

は、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該

土地において行われている工事の状況を検査することができる。 

２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯しなければならない。 

３ 前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示し

なければならない。 

４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。 
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４ 厚木市開発許可等事務処理要綱 
 

（趣旨） 

第１条  都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号。以下「法」という。）、都市計画法施行令 （昭和 44年政令

第 158 号、都市計画法施行規則（昭和 44 年建設省令第 49 号。以下「省令」という。）及び厚木市開発許

可等取扱規則（平成 14 年厚木市規則第 11 号。以下「規則」という。）で定めるもののほか、開発許可に

係る事務処理に必要な事項は、この要綱に定めるところによる。 

（事前調整） 

第２条  市長は、法第 29条第１項に規定する開発行為の許可（以下「開発許可」という。）等を受けようと

する者（以下「申請予定者」という。）からその開発行為に関する計画の概要その他開発許可等を受ける

のに必要な事項について、あらかじめ調整を受けるものとする。 

２  前項の規定による事前調整は、申請予定者が開発計画概要書に次に掲げる必要な図書を添えて行うもの

とする。 

  （１）開発区域位置図 

  （２）開発区域区域図 

  （３）土地利用計画図 

  （４）現況図 

  （５）造成計画平面図 

  （６）造成計画断面図 

  （７）排水施設計画平面図 

  （８）土地求積図 

  （９）開発区域内の土地の登記事項証明書 

  （10）開発区域及びその周辺の土地の公図の写し 

  （11）その他開発許可等に応じて市長が必要と認める図書 

３  事前調整の内容に重要な変更が生じた場合は、新たに調整を行うものとする。 

（開発許可申請書の添付図書） 

第３条  規則第２条第９号に規定する図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める図書とする。 

（１）神奈川県土地利用調整条例（平成８年神奈川県条例第 10 号）の対象となる開発行為に該当する場

合審査結果通知書の写し 

（２）神奈川県環境影響評価条例（昭和 55年神奈川県条例第 36号）に定める対象事業に該当する場合 環

境影響評価審査書の写し及び環境影響予測評価書の写し 

（３）擁壁の安全が計算によらなければ判断できない場合 構造計算書 

   ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、安全性が確認された擁壁とみなす。 

ア 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37 年政令第 16 号）第 10 条の規定に適合する練積

み造擁壁 

イ 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第 17 条の規定に基づき、同令第８条第１項第２号及び第

９条から第 12条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると国土交通大臣が認める擁壁 

ウ 鉄筋コンクリート造擁壁取扱基準集（最新版 神奈川県八市開発許可研究協議会発行） 

エ 市長が構造詳細図等により安全が確かめられることのできる擁壁 

（４）雨水及び汚水が有効に排水できるかどうか計算によらなければ判断できない場合 排水計画書 

（５）開発区域が軟弱地盤を含むおそれのある場合 地質調査書及び地盤改良計画に関する図書 

（６）切土、盛土等によって当該区域に災害が生ずるおそれがある場合 災害防止措置に関する図書 

（７）終末処理施設を設ける場合 当該処理施設に関する図書 
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（８）消防用貯留施設を設ける場合 当該貯留施設に関する図書 

（開発区域内権利者の同意） 

第４条  法第 33条第１項第 14号に規定する開発区域内の土地又は工作物の権利者の同意は、権利者全員の

同意を得ることを原則とする。 

２  財務省所管の普通財産（以下「国有財産」という。）については、国有財産の払下げを行ったことを証

するもの又は受理書をもって同意に代えることができる。 

（工事の施行状況） 

第５条 市長は、規則第 23 条第２項の規定により工事施行者から指定された工事の工程に達した旨の届出

があった場合その他必要がある場合には、検査をするものとする。 

（法 41条の規定による制限の解除） 

第６条  市長は、法第 41 条第１項の規定により制限が定められた開発区域内の土地が、その後において市

街化区域に編入され、又は新たな指定がされた場合は、当該制限を解除するものとする。 

２  前項の規定による解除は、開発登録簿の都市計画法第 41 条の規定による制限の内容欄に解除の日及び

解除した旨の記載をもって行うものとする。 

３  前項の解除の日は、当該都市計画決定の告示日又は指定日とする。 

（一般承継人） 

第７条  法第 44条に規定する一般承継人は、次に掲げるものとする。 

 （１）合併後存続する法人 

 （２）合併により新たに設置された法人 

（証明書交付申請添付図書） 

第８条  規則第 26 条第１項第２号に規定する図書は、開発行為又は建築に関する付近見取図、配置図、各

階平面図、立面図（２面以上）及び別表第１の左欄に掲げる申請者の職業に応じ、同表右欄に掲げる書類

とする。 

（神奈川県土地利用調整条例への配慮） 

第９条  市長は、開発許可を要するものが神奈川県土地利用調整条例に規定する開発行為に該当する場合は、

事前調整及び開発行為許可申請書の審査に際して、神奈川県の審査結果通知書の内容について配慮するも

のとする。 

（神奈川県環境影響評価条例への配慮） 

第 10 条  市長は、開発許可を要するものが神奈川県環境影響評価条例に規定する対象事業に該当する場合

は、事前調整及び開発行為許可申請書の審査に際して、神奈川県の環境影響予測評価書の内容について配

慮するものとする。 

（交通処理について管轄警察署との事前協議への配慮） 

第 11 条  市長は、開発許可を要するものが、神奈川県警察本部が適切な交通処理のために事前協議の対象

としている事業に該当する場合は、事前調整及び開発行為許可申請書の審査に際して、申請予定者に対し

管轄警察署と事前協議するよう周知等の配慮をするものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 14年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成 15年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成 17年３月７日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成 19年 11 月 30日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年５月 26日から施行する。 
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公
共
施
設
の
整
備
計
画 

土
地
利
用
及
び 

開   発   計   画   概   要   書 

（事前調整用） 

※整理番号     －     （     ） 
※明細地図（     年版）北部・南部 

  P       －     － 

※相談日 令和   年   月   日 

※完結日 令和   年   月   日 

申請予定者       

住 所 氏 名       

電 話 番 号       

 

相 談 者       

住 所 氏 名       

電 話 番 号       

 

設 計 者       

住 所 氏 名       

電 話 番 号       

 

開発行為の目的 
住宅開発    工業地開発 

その他（                 ） 
予定建築物の用途 

 

開発区域に含ま

れる地域の名称 

厚木市 

設計の方針       

（道路計画・排水計画・造成計画について記述してください。） 

 
区域区分 

□ 市 街 化 区 域          

□ 市街化調整区域          

防火地域 

の 有 無     

有 （ 防火地域   ・   準防火地域 ） 

無 

用途地域 有（                          ）・無 その他の地域地区  

 主接 

た続 

る道 

  路 

道路の名称  
排水

処理

方法 

汚水処理施設 
公共下水道・敷地内浸透処理 

その他（                 ） 
管 理 者      

厚木市  

その他（            ） 
雨水処理施設 

敷地内浸透処理 

その他（                 ） 道路幅員       

 
 宅地等用地 

公    共    施    設    用    地 その他の用地 

（ゴミ集積所等） 
合  計 

道路用地 公園用地 排水施設用地 小  計 

面積 
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

水 道 施 設       ガ ス 施 設       汚水処理施設 遊 水 地       防火水利施設 

県営水道 

その他 

  （          ） 

都市ガス 

LPG 

その他（      ） 

無 

合併処理浄化槽 

その他（      ） 

有 

（容量        ） 

無 

防火水槽  有 

防火水槽  無 

その他（      ） 

公共施設管理者と 

の 事 前 調 整         

調整済 

調整中 

未調整 

予定工期 令和    年    月    日から令和    年    月    日まで 

※ 経過 

備考 

 １  ※の欄は、記入しないで下さい。 

 ２  「市街化区域」は、次に掲げる図書を添付して下さい。（宅地分譲の場合は、建築物の図書は不要です。） 

      開発区域位置図、開発区域図、土地利用計画図、現況図、造成計画平面図、造成計画断面図、排水施設計画図 

      土地求積図、土地の登記事項証明書、土地の公図の写し、建築物平面図・立面図、建築物求積図、その他 

３ 「市街化調整区域」は、個々の具体的内容により、必要書類が異なりますので、窓口にてご相談下さい。 

 

開
発
区
域
の
現
況 
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別表第１（第８条関係） 

申請者の職業 添付書類 

農業を営む個人 農業を営む者であることの申告書 

次のいずれかの書類 

１ 耕作証明書（農業委員会発行のもの） 

２ 自らの生産する農産物の生産により、 

年 15 万円以上の収入があることを証する書類

で次のいずれかのもの 

(1)課税証明書 

(2)農協等への納品書等 

農業を営む法人（農地所有適格法人） 農業を営む者であることの申告書(法人） 

法人の耕作証明書（農業委員会発行のもの） 

法人の登記事項証明書 

林業を営む個人 林業を営む者であることの申告書 

協同組合等の発行する林業を営む者である旨の

証明書等 

林業を営む法人（生産法人） 林業を営む者であることの申告書（法人） 

協同組合等である旨を証する書類 

法人の登記事項証明書 

漁業を営む個人 漁業を営む者であることの申告書 

協同組合等の発行する林業又は漁業を営む者で

ある旨の証明書等 

漁業を営む法人（生産法人） 漁業を営む者であることの申告書（法人） 

協同組合等である旨を証する書類 

法人の登記事項証明書 

 



令和　　年　　月　　日

(あて先)厚木市長  

申告者

住所

氏名

電話番号

田 畑 樹園地 その他 合計
ａ ａ ａ ａ ａ

豚 乳牛 鶏 その他
頭 頭 羽

温室 ビニールハウス
㎡ ㎡

面積 ㎡ 所在地
建築した年
明・大・昭・平・令   年

農 業 を 営 む 者 で あ る こ と の 申 告 書

　都市計画法第29条第１項第２号にいう農業を営む者であることについて次のとおり申
告します。

続柄 年齢
従事者
の別氏 名 氏 名続柄 年齢

建築しよう
とする土地
の 地 目

従事者
の別

家族構成及び農業
従 事 者 の 別

その他参考事項

建築しようとする
理 由

農 用 地 面 積

家畜家きん頭羽数

温室ハウス等の
施 設 面 積

現住家屋の面積及
び 所 在 地
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令和　　年　　月　　日

(あて先)厚木市長  

申告者

住所

氏名

電話番号

登録番号 船名 ﾄﾝ数 生簀数 台数 棚数

名称及び網数 養殖面積 養殖魚 集荷量

日/年

千円

面積 ㎡ 所在地
建築した年
明・大・昭・平・令   年

従事者
の別氏 名 氏 名続柄 年齢

海面養殖漁業

内水面養殖
漁 業
漁 業 従 事
日 数

漁業外所得

その他参考事項

建築しようとする
理 由

現住家屋の面積及
び 所 在 地

従事者
の別

家族構成及び漁業
従 事 者 の 別

漁 業 外 職 種

漁 業 の 種 類

漁 業 を 営 む 者 で あ る こ と の 申 告 書

　都市計画法第29条第１項第２号にいう漁業を営む者であることについて次のとおり申
告します。

建築しよう
とする土地
の 地 目

続柄 年齢

漁業
規模

漁船漁業

定置漁業

漁 業 所 得
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令和　　年　　月　　日

（あて先）厚木市長

申告者

住所

氏名

電話番号

針葉樹 広葉樹 竹林 その他 合計
ha ha ha ha ha

椎茸(種木） なめこ(出荷） 栗(面積）

本 a a

山林種苗 その他

a

面積 ㎡ 所在地
建築した年
明・大・昭・平・令   年

その他参考事項

建築しようとする
理 由

従事者
の別氏 名続柄 年齢氏 名

従事者
の別

建築しよう
とする土地
の 地 目

家族構成及び林業
従 事 者 の 別

林 業 を 営 む 者 で あ る こ と の 申 告 書

　都市計画法第29条第１項第２号にいう林業を営む者であることについて次のとおり申
告します。

続柄 年齢

特殊林産物生産

本・箱
えのきだけ・し

めじ　本(瓶)
観葉樹木(面積）

森 林 所 有 面 積

現住家屋の面積及
び 所 在 地
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令和  　　年　　月　　日

（あて先）厚木市長

申告者

住所

氏名

電話番号

名称 代表者名

所在地

電話

年　　月　　日 種類

日/年

日/年

日/年

日/年

日/年

面積 ㎡ 所在地
建築した年
明・大・昭・平・令   年

氏 名 住 所 法人の役職名 従事日数

法 人 の 構 成 員

その他参考事項

建築しようとする
理 由

現住家屋の面積及
び 所 在 地

農業・林業・漁業を営む者(法人)であることの申告書

　都市計画法第29条第１項第２号にいう農業・林業・漁業を営む者（法人）であること
について次のとおり申告します。

建築しよう
とする土地
の 地 目

法 人 の 名 称
及 び 所 在

法人の事業内容

法人の設立年月日
及 び 種 類

 134
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５ 開発許可の特例等（都市計画法第34条の２第１項及び第43条第３項）に基づく 

国の機関等との協議に係る取扱基準 

 

 厚木市開発許可等取扱規則（以下「規則」という。）第29条の規定により、都市計画法（以下「法」

という。）第34条の２第１項（法第35条の２第４項において準用する場合を含む。）及び第43条第

３項に基づく国の機関等との協議に係る取扱いの基準を次のとおり定める。 

 

１ 法第34条の２第１項（法第35条の２第４項において準用する場合を含む。）及び第43条第３項

に基づく国の機関等との協議に係る取扱いについては、関係法令等に定めるところによるほか、

この基準によるものとする。 

 

２ 法第34条の２第１項の規定による協議及び法第35条の２第４項において準用する法第34条の

２第１項の規定による協議について 

（１）協議の申出 

  ア 法第34条の２第１項の規定による協議をしようとする者から開発行為協議申出書、法第

35条の２第４項において準用する法第34条の２第１項の規定による協議をしようとする者

から開発行為変更協議申出書の提出を求めるものとする。 

  イ 各申出書及び（２）の添付書類の提出部数は、それぞれ正本１部及び副本１部とする。 

（２）添付書類 

   （１）の開発行為協議申出書には、法第30条第２項及び規則第２条に規定する図書を、開

発行為変更協議申出書には当該図書のうち当該変更に伴いその内容が変更されるものの添付

を求めるものとする。 

（３）協議内容 

  ア 協議は、開発許可の基準（法第33条）及び市街化調整区域内にあっては立地基準（法第

34条）にかんがみて行うものとする。 

  イ 法第34条第14号に該当する開発行為に関しては、厚木市開発審査会（以下「審査会」と

いう。）の議を経るものとする。 

（４）協議の成立 

   協議内容が適当と認められたときは、申出者に対して開発行為同意書又は開発行為変更同

意書を交付するものとする。 

 

３ 法第43条第３項の規定による協議について 

（１）協議の申出 

  ア 協議をしようとする者から、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工

作物の新設協議申出書の提出を求めるものとする。 

  イ 申出書及び（２）の添付書類の提出部数は、それぞれ正本１部及び副本１部とする。 

（２）添付書類 

   （１）の協議申出書には、規則第18条に規定する図書の添付を求めるものとする。 

（３）協議内容 

  ア 協議は、開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準（都市計画法施

行令（以下「政令」という。）第36条）にかんがみて行うものとする。 
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  イ 政令第36条第１項第３号ホに該当する建築行為に関しては、審査会の議を経るものとす

る。 

（４）協議の成立 

   協議内容が適当と認められたときは、申出者に対して建築物の新築、改築若しくは用途の

変更又は第一種特定工作物の新設協議同意書を交付するものとする。 

 

４ 協議成立後の取扱い 

  ２又は３の協議成立後の各手続においては、必要に応じ、規則の規定を準用するものとする。 

 

５ ２又は３の協議に関し、この取扱基準に定めのない事項については、市長が申出者と協議の

上、決定するものとする。 
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開発行為協議申出書 

 

 都市計画法第34条の２第１項の規定により、次のとおり開発行為の協議を申し出ます。 

 

      年   月   日 

 

（あて先）厚木市長  

 

               協議申出者 住  所 

                     氏  名               

                     電話番号 

 

 

 

開 

 

発 

 

行 

 

為 

 

の 

 

概 

 

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 厚木市 

２ 開 発 区 域 の 面 積               平方メートル 

３ 予 定 建 築 物 等 の 用 途  

４ 工事施行者の住所及び氏名  

５ 工 事 着 手 予 定 年 月 日  

６ 工 事 完 了 予 定 年 月 日  

７ 法 第 34 条 の 該 当 号 

及 び 該 当 す る 理 由 
 

８ そ の 他 必 要 な 事 項  

※ 受付の年月日及び番号      年   月   日  第      号 

※ 同 意 に 付 し た 条 件  

※ 同 意 年 月 日 及 び 番 号      年   月   日  第      号 

備考 １ ※印のある欄には、記入しないでください。 

   ２ 「法第34条の該当号及び該当する理由」の欄は、申出に係る開発行為が市街化調整区

域内において行われる場合に記入してください。 

   ３ 「その他必要な事項」の欄には、農地法その他の法令による許可、認可等を必要とす

る場合には、その手続の状況を記入してください。 
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開発行為変更協議申出書 

 

 都市計画法第35条の２第４項において準用する同法第34条の２第１項の規定により、次のとお

り開発行為の変更の協議を申し出ます。 

 

      年   月   日 

 

（あて先）厚木市長  

 

               協議申出者 住  所 

                     氏  名               

                     電話番号 

 

開

発

行

為

の

変

更

の

概

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 
 

２ 開 発 区 域 の 面 積 
 

３ 予 定 建 築 物 等 の 用 途 
 

４ 工事施行者の住所及び氏名 
 

５ 法 第 34 条 の 該 当 号 

及 び 該 当 す る 理 由 

 

６ そ の 他 必 要 な 事 項 
 

開発行為の同意年月日及び番号      年   月   日  第      号 

変 更 の 理 由  

※ 受付の年月日及び番号      年   月   日  第      号 

※ 同 意 に 付 し た 条 件  

※ 同 意 年 月 日 及 び 番 号      年   月   日  第      号 

備考 １ ※印のある欄には、記入しないでください。 

   ２ 「法第34条の該当号及び該当する理由」の欄は、申出に係る開発行為の変更が市街化

調整区域内において行われる場合に記入してください。 

   ３ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他

の法令による許可、認可等を必要とする場合には、その手続の状況を記入してください。 

   ４ 「開発行為の変更の概要（その他必要な事項を除く。）」の欄については、変更前及び

変更後の内容がわかるように対照させて記入してください。 
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第    号 

 

開 発 行 為 同 意 書 

 

                協議申出者 住 所 

                     氏 名 

 

     年  月  日付けで申出のあった下記の開発行為については、都市計画法第34条の

２第１項の規定により、次の（条件及び制限）を付して同意します。 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

 

２ 開発区域の面積 

 

 

     年  月  日 

 

 

 

                 厚木市長               ㊞ 

 

 

（条件及び制限） 
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第    号 

 

開 発 行 為 変 更 同 意 書 

 

                協議申出者 住 所 

                     氏 名 

 

     年  月  日付けで申出のあった下記の開発行為の変更については、都市計画法第

35条の２第４項において準用する同法第34条の２第１項の規定により、次の（条件及び制限）を

付して同意します。 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

 

２ 開発区域の面積 

 

 

     年  月  日 

 

 

 

                 厚木市長               ㊞ 

 

 

（条件及び制限） 
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建築物の新築、改築若しくは用途の変更 

又は第一種特定工作物の新設協議申出書 

 

 都市計画法第43条第３項の規定により、（建築物、第一種特定工作物）の（新築、改築、用途の

変更、新設）の協議を申し出ます。 

 

   年  月  日 

 

（あて先）厚木市長  

 

              協議申出者 住  所 

                    氏  名               

                    電話番号 

１ 建築物を建築しようとする土

地、用途の変更をしようとする建

築物の存する土地又は第一種特定

工作物を新設しようとする土地の

所在、地番、地目及び面積 

 

２ 建築しようとする建築物、用途

の変更後の建築物又は新設しよう

とする第一種特定工作物の用途 

 

３ 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途 

 

４ 建築しようとする建築物、用途

の変更後の建築物又は新設しよう

とする第一種特定工作物が法第34

条第１号から第10号まで又は政令

第36条第１項第３号ロからホのい

ずれの建築物又は第一種特定工作

物に該当するかの記載及びその理

由 

 

５ そ の 他 必 要 な 事 項  

※ 受 付 の 年 月 日 及 び 番 号        年  月  日  第      号 

※ 同 意 に 付 し た 条 件  

※ 同 意 年 月 日 及 び 番 号        年  月  日  第      号 

備考 １ ※印のある欄には、記入しないでください。 

   ２ 「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種

特定工作物の新設をすることについて、他の法令による許可、認可等を要する場合には、

その手続の状況を記入してください。 
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第    号 

 

建築物の新築、改築若しくは用途の変更 

又は第一種特定工作物の新設協議同意書 

 

 

                協議申出者 住 所 

                     氏 名 

 

     年  月  日付けで申出のあった下記の（建築物、第一種特定工作物）の（新築、

改築、用途の変更、新設）については、都市計画法第43条第３項の規定により、次の（条件及び

制限）を付して同意します。 

 

１ 建築物を建築しようとする土地、用途の変更をしようとする建築物の存する土地又は第一種

特定工作物を新設しようとする土地の所在地 

 

２ １の敷地面積 

 

 

     年  月  日 

 

 

 

                 厚木市長               ㊞ 

 

 

（条件及び制限） 
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６ 厚木市開発登録簿閲覧規則 

昭和63年３月30日 

厚木市規則第３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号）第38条第２項の規定に基

づき、開発登録簿（以下「登録簿」という。）の閲覧について必要な事項を定めるものとする。 

（閲覧の場所） 

第２条 登録簿の閲覧の場所（以下「閲覧所」という。）は、開発許可主管課内とする。 

（閲覧時間） 

第３条 登録簿の閲覧時間は、厚木市の休日を定める条例（平成元年厚木市条例第３号）第１条第

１項に規定する休日を除き、午前８時30分から午後５時15分までとする。 

（閲覧等の申請） 

第４条 登録簿を閲覧し、又はその写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿閲覧等申請書

に必要な事項を記入の上市長に申請し、承認を受けなければならない。 

（閲覧上の注意事項） 

第５条 登録簿を閲覧する者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。 

(2) 登録簿を汚損し、又は損傷しないこと。 

(3) 登録簿に加筆し、又は記載事項を消除しないこと。 

(4) 登録簿からの転記等に当たっては、鉛筆以外のものは使用しないこと。 

(5) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。 

(6) 閲覧を終えたときは、直ちに係員に返納すること。 

（閲覧の停止又は禁止） 

第６条 市長は、登録簿を閲覧する者が前条の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止す

ることができる。 

 

附 則 

この規則は、昭和63年４月 1日から施行する。 

附 則（平成元年規則第32号） 

この規則は、平成元年６月１日から施行する。 

附 則（平成４年規則第46号） 

この規則は、平成５年１月１日から施行する。 

附 則（平成13年規則第26号） 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年規則第40号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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７ 厚木市開発審査会条例 

平成 14 年３月 25 日 

厚木市条例第１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 78 条第８項の規定に基

づき、厚木市開発審査会（以下「審査会」という。）の組織及び運営について必要

な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 審査会は、委員５人をもって組織する。 

（任期） 

第３条 審査会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第４条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務

を代理する。 

（会議） 

第５条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)のほか、委員の

過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（意見等の聴取） 

第６条 審査会は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求

め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、規則で定

める。 

 

附 則 

この条例は、平成 14 年４月１日から施行する。 
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８ 厚木市開発審査会条例施行規則 

平成 14 年３月 31 日 

厚木市規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、厚木市開発審査会条例（平成 14 年厚木市条例第１号。以

下「条例」という。）第７条の規定に基づき、厚木市開発審査会（以下「審査

会」という。）の運営について必要な事項を定めるものとする。 

（会議の招集） 

第２条 会長は、条例第５条第１項の規定に基づき、審査会の会議を招集しよう

とするときは、会議開催の日の３日前までに会議の日時、場所及び附議すべき

事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ

の限りでない。 

（会議録） 

第３条 会長は、審査会の会議が終了したときは、会議の経過、出席委員の氏名

等を記載した会議録を作成しなければならない。 

２ 前項の規定による会議録には、会長及び会長があらかじめ指名した委員１人

が署名しなければならない。 

（会長印） 

第４条 会長の印は、別表のとおりとする。 

（庶務） 

第５条 審査会の庶務は、開発審査会主管課において処理する。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会

長が審査会に諮って定める。 

 

附 則 

この規則は、平成 14 年４月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

印の名称 書体 寸法 

(ミリメ

ートル) 

印材 個数 用途 ひな形 保管者 

厚 木 市 開

発 審 査 会

会長印 

てん書 方 21 木印 １ 開発審査会会

長名をもって

する文書 

 開発審査会

主管課長 
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９ 厚木市開発審査会長の専決事項の規程 

平成 14 年４月９日 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、厚木市開発審査会条例施行規則（平成 14 年規則第９号）第６条の規程

により、審査会の会長において専決処分することができるものを定めるものとする。 

（専決事項） 

第２条 会長において専決処分する事ができる事項は、次のとおりとする。 

(1) 適法になされた審査請求書を受理すること。 

(2) 行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号。以下「法」という。）第 23 条の規定により、審

査請求書の補正を命ずること。 

(3) 法第 29 条の規定により、審査請求書等を送付し、期限を定めて弁明書の提出を求めるこ

と。 

(4) 法第 22 条第５項及び第 30 条の規定により、弁明書を送付し、期限を定めて反論書の提出

を求めること。 

 

附 則 

この規程は、平成 28 年４月 27 日から施行する。 
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１０ 厚木市手数料条例  抜粋 

 
平成 12 年３月 21 日 厚木市条例第３号 

（最終改正 令和６年４月１日） 

 

（趣旨） 

第１条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 227 条の規定に基づき徴収する手数

料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（手数料の徴収） 

第２条 次の表に掲げる事務のうち次項に掲げる事務について、手数料を徴収する。 

事務の名称 徴収する手数料 

略 略 

租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）

に関する事務 

次項第 28 号から第 31 号までの手数料 

略 略 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）に

関する事務 

次項第 35 号から第 41 号までの手数料 

略 略 

２ 手数料を徴収する事務及びその金額は、次のとおりとする。 
(1)～(27) 略 
(28) 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定

の申請に対する審査 

ア 造成宅地の面積が 0.1 ヘクタール未満 ８万 6,000 円  

イ 造成宅地の面積が 0.1 ヘクタール以上 0.3 ヘクタール未満 13 万円 

ウ 造成宅地の面積が 0.3 ヘクタール以上 0.6 ヘクタール未満 19 万円 

エ 造成宅地の面積が 0.6 ヘクタール以上 1 ヘクタール未満 26 万円 

オ 造成宅地の面積が１ヘクタール以上３ヘクタール未満 39 万円 

カ 造成宅地の面積が 3 ヘクタール以上６ヘクタール未満 51 万円 

キ 造成宅地の面積が６ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 66 万円 

ク 造成宅地の面積が 10 ヘクタール以上 87 万円 

(29)～(34) 略 

(35) 開発行為の許可の申請に対する審査 

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発

行為の場合 

(ｱ) 開発区域の面積が 0.1 ヘクタール未満 8,600 円  

(ｲ) 開発区域の面積が 0.1 ヘクタール以上 0.3 ヘクタール未満 ２万 2,000 円 

(ｳ) 開発区域の面積が 0.3 ヘクタール以上 0.6 ヘクタール未満 ４万 3,000 円 

(ｴ) 開発区域の面積が 0.6 ヘクタール以上１ヘクタール未満 ８万 6,000 円  

(ｵ) 開発区域の面積が１ヘクタール以上３ヘクタール未満 13 万円 

(ｶ) 開発区域の面積が３ヘクタール以上６ヘクタール未満 17 万円 

(ｷ) 開発区域の面積が６ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 22 万円 

(ｸ) 開発区域の面積が 10 ヘクタール以上 30 万円 
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イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己 

の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 

(ｱ) 開発区域の面積が 0.1 ヘクタール未満 １万 3,000 円  

(ｲ) 開発区域の面積が 0.1 ヘクタール以上 0.3 ヘクタール未満 ３万円 

(ｳ) 開発区域の面積が 0.3 ヘクタール以上 0.6 ヘクタール未満 ６万 5,000 円 

(ｴ) 開発区域の面積が 0.6 ヘクタール以上１ヘクタール未満 12 万円 

(ｵ) 開発区域の面積が１ヘクタール以上３ヘクタール未満 20 万円 

(ｶ) 開発区域の面積が３ヘクタール以上６ヘクタール未満 27 万円 

(ｷ) 開発区域の面積が６ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 34 万円 

(ｸ) 開発区域の面積が 10 ヘクタール以上 48 万円 

ウ ア及びイ以外の開発行為の場合 

(ｱ) 開発区域の面積が 0.1 ヘクタール未満 ８万 6,000 円  

(ｲ) 開発区域の面積が 0.1 ヘクタール以上 0.3 ヘクタール未満 13 万円 

(ｳ) 開発区域の面積が 0.3 ヘクタール以上 0.6 ヘクタール未満 19 万円 

(ｴ) 開発区域の面積が 0.6 ヘクタール以上 1 ヘクタール未満 26 万円 

(ｵ) 開発区域の面積が１ヘクタール以上３ヘクタール未満 39 万円 

(ｶ) 開発区域の面積が３ヘクタール以上６ヘクタール未満 51 万円 

(ｷ) 開発区域の面積が６ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 66 万円 

(ｸ) 開発区域の面積が 10 ヘクタール以上 87 万円 

(36) 開発行為の変更許可の申請に対する審査 変更許可 1 件につき、次に掲げる

金額を合算した金額。ただし、その金額が 87 万円を超えるときは、その手数

料の金額は、87 万円とする。 

ア 開発行為に関する設計の変更（イのみに該当する場合を除く。）については、 

開発区域の面積（イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の

面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積）に応じ、

前号に規定する金額に 10 分の１を乗じて得た金額 

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第 30 条第１項第１号から

第４号まで（同法附則第５項において準用する場合を含む。）に掲げる事項の

変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に規定する金

額 

ウ その他の変更については、１万円 

(37) 市街化調整区域内等における建築物の特例の許可の申請に対する審査 

  ４万 6,000 円  

(38) 予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査 ２万 6,000 円  

(39) 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請

に対する審査 

ア 敷地の面積が 0.1 ヘクタール未満 6,900 円 

イ 敷地の面積が 0.1 ヘクタール以上 0.3 ヘクタール未満 １万 8,000 円  

ウ 敷地の面積が 0.3 ヘクタール以上 0.6 ヘクタール未満 ３万 9,000 円  

エ 敷地の面積が 0.6 ヘクタール以上１ヘクタール未満 ６万 9,000 円  

オ 敷地の面積が１ヘクタール以上 ９万 7,000 円  
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(40) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用 

に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建

築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する

特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が１

ヘクタール未満のもの 1,700 円  

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物 

で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作

物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が１ヘクター

ル以上のもの 2,700 円 

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のもの 

１万 7,000 円  

(41) 開発登録簿の写しの交付 用紙１枚につき 470 円  

(42)～(47) 略 

３ 手数料は、申請又は交付の際に徴収する。 

４ 既納の手数料は、還付しない。 

第３条 略 

（証明等の取扱制限） 

第４条 証明及び閲覧は、公に示して支障がないものに限るものとする。 

（郵便による送付） 

第５条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者か

ら、第２条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。 

（手数料の減免） 

第６条 第２条の規定にかかわらず、市長（別に手数料を減免することができる者

が法令の規定により定められているときは、その者。次項において同じ。）は、

次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。 

(1) 法令の規定により無料で取り扱うことができるとされているとき。 

(2) 官公署から公務上の必要により申請があったとき。 

(3) 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の適用を受けている者から申請があ

ったとき。 

(4) 第２条第２項第 11 号に規定する事務のうち、地方税法（昭和 25 年法律第 

226 号）第 382 条の２の規定による固定資産課税台帳の閲覧について、同法第

416 条第３項又は第 419 条第８項の規定による縦覧期間内において、納税義務者

から閲覧の申請があったとき。 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認めるときは、手数料を減免する

ことができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規

則で定める。 

 

附 則 略 
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１１ （旧）厚木市開発審査会包括承認基準 
 

法第34条第10号ロ及び政令第36条第１項第３号ホに係る包括承認基準について 
 

平成14年４月 ９日承認 
平成18年３月31日廃止 

 

包括承認基準１ 

 農家の二・三男が分家 

する場合の住宅等 
 提案基準３に該当するもののうち、次の各項のいずれにも該当するも

のであること。 

１ 専用住宅であること。 

２ 敷地面積は、400平方メートル以下であること。 

３ 延べ面積は、200平方メートル以下であること。 

 

包括承認基準２ 

 収用対象事業の施行に

より立ち退く場合におい

て、これに変わるべきもの

として建築される建築物 

 提案基準５に該当するもののうち、次の各項のいずれかに該当するも

のであること。 

１ 専用住宅は、次のいずれにも該当するものであること。 

（１） 地上３階以下でかつ最高の高さが10メートル以下であること。 

（２） 複数戸数の場合にあっては、その開発区域面積が1,000平方メ

ートル未満のものであること。 

２  兼用住宅（建築基準法施行令130条の３に規定されるもの。）、長

屋、共同住宅及び地区集会所は、次のいずれにも該当するものである

こと。 

（１） 建築物は地上３階以下で、かつ最高の高さが 10 メートル以下

であること。 

（２） 敷地に接する前面道路は、幅員４メートル以上であること。 

（３） 建築物の延べ面積は、500平方メートル以下であること。 

 

包括承認基準３ 

 既存建築物の建替えに

係る建築物 
 提案基準６に該当するもののうち、次に該当するものであること。 

 その用途が、専用住宅又は兼用住宅であり、かつ建替え等の後の建築

物の延べ面積は、200平方メートル以下であること。 

 

包括承認基準４ 

 既存宅地に係る建築物  提案基準 13 に該当するもののうち、次の各項のいずれかに該当する

ものであること。 

１ 当該基準の４－(１)に該当するもの。 

２ 専用住宅を建てる目的とした開発行為又は建築行為で、その区域が

1,000平方メートル未満のもの。 

 


